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化学物質対策（主に溶接ヒュームに係る法改正）



特定化学物質に「溶接ヒューム」が追加

「溶接ヒューム」に以下の有害性が確認された

・含有されるマンガンによる神経機能障害

・溶接ヒュームによる肺がんリスクの上昇

「溶接ヒューム」（金属アーク溶接等作業（※）において加熱により発生する粒子状物質）

が新たに、特定化学物質（管理第2類物質）に追加された（R3.4.1～）
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※「金属アーク溶接等作業」の定義（R2.4.22基発0422第4号）
• 金属をアーク溶接する作業（TIG,MIG,MAG,プラズマアーク溶接を含む）
• アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
• 自動溶接機による溶接中に溶接機のトーチ等に近づく等、溶接ヒュームにばく露するおそれ
のある作業が含まれる。

• 自動溶接機のトーチ等から離れた操作盤の作業、溶接作業に付帯する材料の搬入・搬出作業、
片付け作業等は含まれない

• 燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれない

※ 溶接材料および母材の成分にマンガンを含んでいない場合（R2.4.22ﾊﾟﾌﾞｺﾒ）
→ 「溶接ヒューム」はマンガンの有無にかかわらず特定化学物質の対象となる

（参考）従来から、金属アーク溶接は粉じん作業に該当し、粉じん規則、じん肺法の適用対象



1. アーク溶接等作業を「毎回異なる場所で行う屋内作業場」

• 建築中の建物内部等で当該建築工事等に付随する金属
アーク溶接等作業であって、同じ場所で繰り返し行われ
ないもの

2. アーク溶接等作業を「継続して行う屋内作業場」
• 屋内で繰り返しアーク溶接等作業を行うもの

3. アーク溶接等作業場所が「屋外作業場」
• 屋外作業場→「屋内作業場」以外の作業場
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継続屋内作業場、非継続屋内作業場、屋外作業場について

金属アーク溶接等作業の実態から以下３種類に区分
しており、規制内容が一部異なることに注意

「屋内作業場」の定義

• 作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁その他の
しゃへい物が設けられている場所

• ガス、蒸気または粉じんが滞留するおそれがある場所

継続屋内継続屋内

非継続屋内非継続屋内

屋外屋外
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問 屋内の特定の場所（溶接場）で繰り返し行っている場
合は、頻度に関係なく、たとえ年に数回であっても、
その場所で溶接作業が行われるのであれば、 「継続
して行う屋内作業場」に該当するか。

該当する。

他方、工場内で行われている製造設備修繕のため
のアーク溶接等作業について、建設工事と同様に、
アーク溶接の作業場所が一定でないなら、同じ場所
とはみなさず、「毎回異なる屋内作業場」に該当する。

答

継続か非継続の判断
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「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を
修了した者のうちから作業主任者を選任し、次の職務を行
わせることが必要

① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しない
ように、作業の方法を決定し、労働者を指揮する

② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予
防するための装置を１か月を超えない期間ごとに点検

③ 保護具の使用状況を監視する

令和４年３月３１日までに選任

問 アーク溶接を一時的なメンテナンス等で「稀に」「短時間」行う。このような場合でも
特定化学物質作業主任者の選任が必要か。

作業頻度の程度、時間の長短によって選任の例外は認められておらず、同作業主
任者の選任が必要です

答

特定化学物質作業主任者の選任等
（特化則第27条、第28条）

継続屋内継続屋内

非継続屋内非継続屋内

屋外屋外
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作業主任者を選任したときは、作業主任者の氏名及びその
者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等に
より関係労働者に周知させなければならない。

特定化学物質作業主任者の選任等
（安衛則18条）

継続屋内継続屋内

非継続屋内非継続屋内

屋外屋外

※今後の特定化学物質等作業主任者技能講習の予定

◎講習機関 滋賀労働基準協会（077-522-1786）
◎開催場所、開催月

彦根勤労福祉会館（彦根市）︓10月、11月

滋賀労働基準協会（大津市）︓10月、12月、1月、

2月、3月



「金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場」については、
溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の
実施またはこれと同等以上の措置を講じる必要がある（臨時
で行う場合も必要）。
 「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含
まれる

 「全体換気装置」とは、動力により全体換気を行う装置をいう。

 全体換気装置は、特定化学物質作業主任者が、1月を超えない期間ごと
に、その損傷、異常の有無などについて点検する必要がある。

（参考）粉じん障害防止規則第５条
特定粉じん作業以外の粉じん作業※を行う屋内作業場については、当該粉じん

作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれ
と同等以上の措置を講じなければならない。 ※金属アーク溶接が含まれる

全体換気装置の設置
（特化則第38条の21第１項） 継続屋内継続屋内

非継続屋内非継続屋内

（参考）全体換気装置の性能は規定されていない
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溶接ヒュームの濃度測定
（特化則第38条の21第２～第8項）

継続屋内継続屋内

必要な措置の流れ



溶接ヒュームのばく露測定の補助金

9

特定化学物質障害防止規則等が改正され、令和４年（2022年）４月から、屋内で

金属アーク溶接等作業を実施する事業者は、溶接ヒュームの濃度測定結果に応じ、換

気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないこととなりました。

法令の適用を前に溶接ヒューム濃度の測定を行う事業者に、費用の一部を支援する

「有害物ばく露防止対策補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。



溶接ヒュームのばく露測定の補助金
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溶接ヒュームのばく露測定の補助金
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GHS分類で危険性・有害性に該当しない物質

GHS分類で
危険性・有害性がある物質

許容濃度又は
ばく露限界値が示されて
いる危険・有害な物質

石綿等
管理使用

が困難な物質

自主管理が困難で
有害性が高い物質

発がん性等が確認さ
れた物質について、
専門家の検討を経て
特化則に追加
※2007年以降29物質追加

製造・使用等の禁止

特化則、有機則等に
基づく個別具体的な

措置義務

８
物
質

ラベル表示義務
SDS交付義務

リスクアセスメント義務

（一般的措置義務）
※具体的な措置基準なし

・排気装置設置等によ
る発散抑制
・保護具の備え付け

ラベル表示努力義務
SDS交付努力義務

リスクアセスメント努力義務

物
質

物
質

123

674

数
万
物
質

現在の化学物質規制の仕組み（特化則等による個別具体的規制を中心とする規制）

具体的な措置義務がかかって
いるのはこの範囲

労働災害の８割
はここで発生！

 国によるリスク評価で有害性の高い物質に対し、法令で具体的な措置義務を規定
 化学物質による休業４日以上の労働災害の約８割は、具体的な措置義務のかかる123物質以外の
物質により発生

 これまで使っていた物質が措置義務対象に追加されると、措置義務を忌避して危険性・有害性の
確認・評価を十分にせずに規制対象外の物質に変更し、対策不十分により労働災害が発生（規制
とのいたちごっこ）
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国のGHS分類により危険性・有害性が確認された全ての物質 国によるGHS未分類物質
（危険性・有害性情報が
少ない（不明が多い）物質）

ラベル表示・SDS交付による危険性・有害性情報の伝達義務

SDSの情報等に基づくリスクアセスメント実施義務

ばく露濃度を「ばく露限界
値」以下とする義務※

ラベル表示・SDS交付努力義務

リスクアセスメント努力義務

労災多発等
管理困難な
物質・作業

ばく露濃度をなるべく低くする
措置を講じる義務※

皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の
全ての物質について、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用義務

※ばく露濃度を下げる手段は、以下の優先順位の考え方に基づいて事業者が自ら選択
①有害性の低い物質への変更、②密閉化・換気装置設置等、③作業手順の改善等、
④有効な呼吸用保護具の使用

製造・使用
等の禁止、
許可制等

数百物質
約2,900物質（国がモデルラベル・SDS作成済みの物質）

数万物質

国が指定

ばく露濃度をなるべく低くす
る措置を講じる努力義務

見直し後の化学物質規制の仕組み（自律的な管理を基軸とする規制）

国による
GHS分類

事業者に措置義務がかかる範囲

国がばく露限界値を設定した物質

譲渡、
提供時

製造、
使用時

ばく露限界値未設定の物質

有害性に関する情報量

 措置義務対象の大幅拡大。国が定めた管理基準を達成する手段は、有害性情報に基づくリスクアセ
スメントにより事業者が自ら選択可能

 特化則等の対象物質は引き続き同規則を適用。一定の要件を満たした企業は、特化則等の対象物質
にも自律的な管理を容認
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「化学物質リスクアセスメント」訪問支援
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「化学物質リスクアセスメント」訪問支援
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